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「ヒュッテ荏田南」 運営規程 

特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護 

 

第１条  事業所の名称等 

事業所名 ヒュッテ荏田南 ／ 所在地 横浜市都筑区荏田南５－１８－７５ 

   

第２条  本規程の目的 

この規程は、ヒュッテ荏田南（以下「当事業所」という）の運営にあたり、特定施設入居者生活介

護等利用契約（以下「利用契約」という）の規定に基づき、事業の運営について重要な事項を定める

ものであり、事業者がこの「運営規程」に従って事業の円滑な運営を行うことを目的とします。 

 

第３条  事業の目的 

東京海上日動ベターライフサービス株式会社が開設する、当事業所が行う特定施設入居者生活介護事 

業及び介護予防特定施設入居者生活介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関す 

る事項を定め、当事業所の介護福祉士又は訪問介護研修の修了者等(以下「介護職員等」)が、特定施設 

入居者生活介護事業においては要介護状態のある高齢者に対し、適正な指定特定施設入居者生活介護を、 

また介護予防特定施設入居者生活介護事業においては要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護 

予防特定施設入居者生活介護を提供することを目的とします。 

 

第４条  特定施設入居者生活介護事業運営の方針 

    当事業所は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、入居者がその有する能力に応じ可能な限り自立した

日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を提供します。 

 また、事業の実施にあたっては地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ

ービスとの連携を図ると共に、入居者の人格を尊重し、常に入居者の立場に立ち必要とされるサービス

の提供に努めます。 

入居者の個人情報の取り扱いについては、その利用目的を示し本人の予めの同意を得て取り扱うもの

とし、個人情報保護法の精神に立って、個人情報の管理等に努めます。 

 

２  介護予防特定施設入居者生活介護事業運営の方針 

    当事業所は、要支援者の心身の特徴を踏まえて、可能な限り要支援状態の維持若しくは改善を図り、

要介護状態となることから予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介

護その他生活全般にわたる支援を行うことにより、入居者の身体機能の維持回復を図り、もって入居者

の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

また、事業の実施にあたっては地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ

ービスとの連携を図ると共に、入居者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち必要とされるサービス

の提供に努めます。 

入居者の個人情報の取り扱いについては、その利用目的を示し本人の予めの同意を得て取り扱うもの

とし、個人情報保護法の精神に立って、個人情報の管理等に努めます。 
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第５条  「ヒュッテ荏田南」の職員の職種、員数及び職務内容 

    当事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとします。 

１ 管理者        常勤１人以上 

      事業所の従業者の管理及び業務の管理をするとともに、施設の管理・運営全般を統括する。 

    ２ 生活相談員      常勤１人以上（常勤換算方法で１以上）  

      入居者またはその家族に対し生活費・医療費・各種サービス等の相談に適切に応じるとともに、

入居者の生活社会に必要な支援にあたる 

３ 看護職員       常勤換算方法で１人以上（１人以上は常勤） 

      看護職員は、利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う 

    ４ 看護職員又は介護職員 常勤換算方法で８人以上（１人以上は常勤） 

      介護職員は、利用者の入浴、食事等の介護サービスを提供し、又は必要な支援を行う 

      ※常に１以上の介護職員が確保されるように配置する 

    ５ 計画作成担当者    １人以上 

      個別の特定施設サービス計画または介護予防特定施設サービス計画の作成等を行う 

    ６ 機能訓練指導員    １人以上 

      日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う 

 

第６条  入居定員及び居室数 

    入居定員は２８名、居室数は２８室とします。 

 

第７条  当事業所のサービス内容 

    当事業所における「介護保険給付対象サービス」と「介護保険給付対象外サービス」の内容は、 

「介護サービス等の一覧表」に示します。 

 

第８条  利用料及びその他の費用の額 

    当事業所における特定施設等の利用料、その他利用者が負担する費用の額は「要介護認定等に 

伴う確認書」に示します。 

 

第９条   入居後の居室を変更する場合の条件及び手続 

入居者が居室を変更する場合の条件及び手続きについては、以下の通りとなります。 

   ＜居室変更＞ 

    入居者の状態の変化に伴い、より適切な介護サービス提供のため、一定の観察期間を設け、医師の意

見を聞いた上で、居室の変更をして頂くことがあります。この場合、入居者本人及び身元引受人の同意

の上で変更するものとします。 

なお、利用権の対象居室は当初の居室から住み替え後の居室に変更となります。その際、原則追加費

用はありません。 

 

第１０条  施設の利用にあたっての留意事項 

   （使用上の注意） 

    １ 職員及び入居者は、居室及び共用施設の利用方法に関し、その本来の用途に従い利用する 

ものとします。 

   （居室への立ち入り） 

    ２ 職員は入居者の介護、または居室の保全、衛生、防犯、防災、その他管理上必要があると 
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認められる場合には、いつでも入居者の利用する居室に立ち入り、必要な措置をとることが 

できるものとします。ただし、その場合、入居者のプライバシー等の保護について、可能な 

限り充分な配慮をしなければならないものとします。 

   （長期の不在） 

    ３ 入居者がその居室を長期にわたって不在にする場合にも、入居者は月額利用料の内、管理 

費および基本サービス費を支払うものとします。ただし、食費に関しては欠食届により返還す 

るものとします。 

   （居室内の小修理、取り替え） 

    ４ 当事業所は、入居者及び入居者の身元引受人の要請により、入居者の利用する居室におけ 

る小修理、取替えを行うものとします。ただし、入居者の都合や責任による場合については、 

この費用を入居者が負担するものとします。 

   （造作、模様替え等） 

    ５ 入居者は、利用する居室の修理、造作、模様替えを行う場合、あらかじめ当事業所の書面 

による承諾を得なければならないものとします。 

   （原状回復の義務） 

    ６ 入居者は、施設及び備品について、入居者の故意または過失に因り汚損、破損、もしくは 

滅失その他事前承認の有無に関わらずその居室の原状を変更した場合には、入居者または  

入居者の身元引受人は、当事業所の求めに応じて自己の費用により原状に復するか、また  

当事業所が別に定める代価を支払うものとします。 

     ２）この契約が解除された場合、または契約が終了した場合における入居者の当事業所に  

     対する「居室の明渡し」に際しては、前項と同様に原状に復するものとします。 

   （動物飼育の制限） 

    ７ 入居者は、居室または共用施設もしくは施設内において、原則動物を飼育してはならない 

ものとします。 

（転貸、譲渡の禁止） 

    ８ 入居者は、第三者に対し、居室の全部または一部を貸与してはならず、また居室を他の 

     入居者の居室と交換することはできません。 

     ２）入居者は、その名目の如何を問わず、前項で禁止する行為に類する行為または処分を  

     することはできません。 

   （賠償責任） 

    ９ 天災、事変その他不可抗力により入居者が受けた損害、災難については、当事業所は一切 

の賠償責任を負いません。ただし、当事業所の故意、または重大な過失による場合は、この 

限りではありません。 

     ２）入居者が所有もしくは管理する財物に係る盗難、紛失その他の事故についても前項と同 

     様とします。 

 

第１１条  緊急時等における対応 

職員は、入居者の病状等、状態に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医または協力

医療機関に連絡し指示を仰ぎ、措置を講ずるとともに、管理者、ご家族に報告するものとします。 

 

第１２条  事故発生の防止策と事故発生時の対応方法 

職員は事故防止に努めるとともに、入居者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、ご家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
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前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。当事業所の過失により入居者に賠償 

    すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

第１３条  非常災害対策 

    非常災害が発生した場合「防災計画」に従い、利用者の避難等について適切な処置を講じます。 

   また非常時に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、避難訓練等を行います。なお、スプリン 

   クラー、自動火災報知機、避難階段、誘導灯等の防災設備は法令に準拠しています。 

 

第１４条  苦情処理窓口 

    入居者等からの苦情又はご意見については重要事項説明書「苦情解決の体制」のホーム内  

   窓口責任者が問題の解決にあたります。 

 

第１５条  従業者及び退職者の秘密保持 

 当事業所は、業務上知り得た入居者及びその家族に関する秘密ならびに個人情報については、 

個人情報保護法を遵守してその保護に努め、入居者または第三者の生命、身体等に危険がある場 

合など正当な理由がある場合、または入居者の事前の同意がある場合を除いて、契約中および契 

約終了後も第三者に漏らすことはありません。 

 

第１６条 虐待防止のための措置に関する事項 

   （組織内の体制） 

１ 責任者を支配人とし、マネジャー、リーダー、生活相談員、計画作成担当者等（必要に応じ、協

力医療機関の医師などの助言を仰ぐ）で構成した虐待防止委員会を、３～６ヶ月に１回以上開催し

ます。 

（職員への研修方法） 

２ 虐待を起こさない環境づくりのため、教育研修を介護職員その他の職員に対して、年２回および

新規採用時に行います。 

（虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法） 

３ 虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合、報告を受けた支配人等は、入居者本人の身体、

精神状況を確認し、安全を確保した上で、事実の確認と検証を行い、関係者に一報をいれます。事

実確認後、虐待防止委員会を臨時開催し、確認した事実に基づいて要因の分析や対応方針を決定し、

具体的な再発防止の対策を検討します。一連の対応が完了し次第、関係者に最終的な報告を行いま

す。 

 

第１７条  緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う際の手続き 

介護サービスの提供にあたっては、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない 

場合を除き、身体拘束その他入居者の行動の制限は行いません。ただし、緊急やむを得ず身体 

拘束を行う場合は、あらかじめ非代替性、一時性、切迫性の３つの要件についてそれぞれ検討 

の上その経過及び結果を記録するとともに身元引受人等に説明します。また、拘束の実施にあ 

たっては、その態様及び時間、その際の入居者の心身状況、理由を記録し、定期的な見直しの 

際の資料とします。なお、身元引受人等からの要求がある場合及び監督機関の指示等がある場 

合には、これを開示します。 
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第１８条  衛生管理等 

１ 当事業所の設備及び備品又は衛生上必要な措置を講ずるものとします。 

２ 当事業所において、食中毒及び感染症が発生し、蔓延しないように必要な措置を講じるものとし

ます。また、これらを防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めると

ともに密接な連携を保つものとします。 

 

第１９条  その他運営に関する重要事項 

    １ 職員の質的向上を図るための研修の機会を次の通りに設けるものとし、また業務体制を整備し 

ます。 

     ・採用時研修  採用後３ヶ月以内 ・定期研修   年２回 

２ 当事業所は利用契約において守秘義務、損害賠償義務、苦情処理等について規定し、これらに従

った対応を行います。 

３ この規定に定める事項の外に、当事業所のサービス提供上で重要な事項が生じた場合には、 

東京海上日動ベターライフサービス株式会社と「ヒュッテ荏田南」の管理者との協議に基づいて定

めるものとします。 

第７版 ２０２２年７月１日 改定 


